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規則第規則第規則第規則第４５４５４５４５号号号号 

 大和高田市児童医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２４年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市児童医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （大和高田市児童医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市児童医療費助成条例施行規則（平成２４年規則第１３号）の一部を次のように改

正する。 

  様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第５条関係） 

児童医療受給者台帳 

児 年齢  福祉管理番号   

受給者番号  個人番号  世帯番号  世帯識別  

異動年月日  カナ氏名  生年月日  

異動事由  氏名  性別  

異動理由  住所  

届出年月日  電話番号  管轄  大和高田市 

 

交付情報 

申請制度  入院有効期間  

認定制度  通院有効期間  

資格情報 

申請年月日  申請事由  

取得年月日  取得理由  

却下年月日  却下理由  

喪失年月日  喪失事由  

 喪失理由  

 

資格履歴情報 

受給者番号 状態 制度 入院 

有効期間自 

入院 

有効期間至 

通院 

有効期間自 

通院 

有効期間至 

       

 

保険情報 

保険者  保険種別  

記号番号  付加給付  保険取得年月日  

被保険者名  続柄  保険喪失年月日  

保険履歴情報 

保険者番号 保険者名 記号番号 取得年月日 喪失年月日 

     

 

保護者情報 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

カナ氏名  生年月日  

氏名  性別  

規規規規    則則則則    
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住所  

続柄   

 

口座情報 

金融機関  支店  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 

備考情報 

 

 （大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則（平成８年規則第４８号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条中「医療費受給資格証交付申請書」を「乳幼児医療費受給資格者証交付申請書」に改める。 

  第７条第１項中「医療費受給資格等異動届出書」を「受給資格等異動届出書」に改める。 

  様式第１号、様式第６号及び様式第９号を次のように改める。 

様式第１号（第３条関係及び第７条関係） 

乳幼児医療費受給資格者証交付申請書 受給資格等異動届出書 

対 象 者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 住所 

氏名 

男・女 

生年月日 

① 対象者を主として養

育している者 

氏名 

 

住所 

対象者との続柄 

 

  所得状況 対象者を主として養育している者 

② 
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数

（うち老人扶養親族の数） 
人（    人） 

③ 所 得 額 円 

④
 
 
控
  

除
 
内
 
訳
 

雑 損 控 除 円 

医 療 費 控 除 円 

児童手当法施行令第３条第１項による

控除 
                   円 

小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 円 

障 害 者 控 除 
障        人    円 

特障       人     円 

寡婦（夫）・寡婦の特別・勤労学生の

別 

寡婦（夫） 
円 

寡特・勤 

※ 控 除 後 の 所 得 額 円 

 

加
入
医
療
保
険
 

被保険者氏名 
 対象者との

続柄 

 
住所 

     
      

⑤ 保険種別 
国（市町村・退・組） 

健（政・組・日）船・共 

本人 

家族 

被 保 険 者 証 の 

記 号 番 号 
      

保険者番号 

及び名称 
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⑥ 交付申請事由 

1 出生 4 その他（         ） 

2 転入してきたため （交付事由発生年月日） 

3 保険に新たに加入したため  

※ 審 査 認定 （本則・特例）・ 却下 

上記のとおり届出します。 

異動事由（資格取得・保険変更・住所変更・証再交付・資格喪失（   ）・その他（   ）） 

   年  月  日 

大和高田市長 様 

申請者 住所 

         氏名              印 

申請に当たり、受給者及び扶養義務者の所得、健康保険の情報を当局に照会することに同意します。 

様式第６号（第５条の２関係） 

届出日   年  月  日 

申請者氏名       印 

福祉医療費受給資格証更新申請書 

福祉医療費受給資格証の更新及び福祉医療費助成金の支給申請に当たり、以下のことを確認し、同

意します。 

・本受給資格審査を受けるために必要な所得等の情報を閲覧・使用すること。 

・福祉医療費助成金の支給について、既に受給した助成金の差額に関する相殺を受けること。 

・療養の給付に係る一部負担金について、高額療養費の支給を受けることができる場合に係る以下の

内容 

（ア）被保険者証及び福祉医療費受給資格証について、医療機関等が写しを徴すること。 

（イ）当該療養に係る診療報酬明細書等について、医療機関等が写しを徴すること。 

（ウ）上記について、医療機関等が市長に提出すること。 

記 

 変更（有・無） 

➀
現

届
出

保
険
 

受給者名    

被保険者名  

記号・番号  

保険者名  コード  

  
 変更（有・無） 

➁
現

届
出

口
座
 

金融機関名  

支店名  口座番号   

口座名義人 
 
 

 

①、②の内容と変更がある場合は③、④に記入してください。 

※加入健康保険・振込口座に変更があれば下記に記入をお願いします。 

③
加
入
保
険
 

被保険者名  

記号・番号  

保険加入日 年  月  日加入 

保険者名  

保険者番号  

 

④
振
込
口
座
 

金融機関名  コード     

支店名  コード     

科目  口座番号        

口座名義人 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
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（ゆうちょ銀行への振込は振込専用番号を記入してください。） 

様式第９号（第８条関係） 

乳幼児医療受給者台帳 

乳 年齢  福祉管理番号   

受給者番号  個人番号  世帯番号  世帯識別  

異動年月日  カナ氏名  生年月日  

異動事由  氏名  性別  

異動理由  住所  

届出年月日  電話番号  管轄  大和高田市 

  

交付情報 

申請制度  入院有効期間  

認定制度  通院有効期間  

資格情報 

申請年月日  申請事由  

取得年月日  取得理由  

却下年月日  却下理由  

喪失年月日  喪失事由  

 喪失理由  

 

資格履歴情報 

受給者番号 状態 制度 入院 

有効期間自 

入院 

有効期間至 

通院 

有効期間自 

通院 

有効期間至 

       

 

保険情報 

保険者  保険種別  

記号番号  付加給付  保険取得年月日  

被保険者名  続柄  保険喪失年月日  

保険履歴情報 

保険者番号 保険者名 記号番号 取得年月日 喪失年月日 

     

 

保護者情報 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

カナ氏名  生年月日  

氏名  性別  

住所  

続柄   

 

口座情報 

金融機関  支店  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 

備考情報 

 

 （大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第３条 大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成８年規則第５０号）の一部を次の

ように改正する。 
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  第３条中「医療費受給資格証交付申請書」を「ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書」に

改める。 

  第８条第１項中「医療費受給資格等異動届出書」を「受給資格等異動届出書」に改める。 

  様式第１号、様式第６号、様式第７号及び様式第９号を次のように改める。 

様式第１号（第３条関係及び第８条関係） 

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書 受給資格等異動届出書 

対
 
象
 
者
 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 続
柄
 住 所 

③加入医療保険 
※審査 

氏 名 保険種別 保険者番号及び名称 被保険者氏名 

①
申
請
者
 

       

男・女      認定・却下 

生年月日       

②

18

歳

未

満

の

児

童 

       

男・女      認定・却下 

生年月日       

       

男・女      認定・却下 

生年月日      
 

 

所 得 状 況 ④申請者 ⑤扶養義務者 

氏     名    

⑥ 

 

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 

㋑特定扶養親族 

     人 

（うち㋐  人）

(うち㋑  人) 

     人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

     人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

⑦ ⑥以外で前年の１２月３１日において申請者

によって生計を維持していた児童 
人 人 人 

⑧ 所 得 額 円 円 円 

⑨ 金品等の金額 円 円 円 

⑩
 
控
 
除
 
内
 
訳
 

障害者控除 
障 特障 

人 人  円 

障 特障 

人 人  円 

障 特障 

人 人  円 

寡婦（夫）・寡婦の特別（申請者が母の場合

は控除しない。）・勤労学生 

寡   

寡特 勤 

  円 

寡   

寡特 勤 

円 

寡   

寡特 勤 

円 

雑損控除 円 円 円 

医療費控除 円 円 円 

小規模企業共済等掛金 円 円 円 

配偶者特別控除 円 円 円 

肉用牛の売却による農業所得についての免除額 円 円 円 

社会保険料控除 円 円 円 

※ 控 除 後 の 所 得 額 円 円 円 

 

⑪ 交付申請事由 
該当する番号を○で囲

んでください(１につい

ては( )内の記号) 

1 １８歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子及び男子 

（ｱ 死亡 ｲ 離婚 ｳ 生死不明 ｴ 遺棄 ｵ 未婚 ｶ 拘禁 ｷ その他( )） 

2 1に掲げる者に現に扶養されている１８歳未満の児童 

3 父母のいない１８歳未満の児童 

4 2の児童を養育している配偶者のいない女子及び男子又は婚姻をしたことのない女子及び男子  

上記のとおり届出します。 

異動事由（資格取得・保険変更・住所変更・証再交付・資格喪失（   ）・その他（   ）） 

年  月  日       申請者 住所 
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大和高田市長 様            氏名              印 

養育費（有（金額     円）・無） 

申請に当たり、受給者及び扶養義務者の所得、健康保険の情報を当局に照会することに同意しま

す。 

様式第６号（第６条関係） 

届出日   年  月  日 

申請者氏名       印 

福祉医療費受給資格証更新申請書 

福祉医療費受給資格証の更新及び福祉医療費助成金の支給申請に当たり、以下のことを確認し、同

意します。 

・本受給資格審査を受けるために必要な所得等の情報を閲覧・使用すること。 

・福祉医療費助成金の支給について、既に受給した助成金の差額に関する相殺を受けること。 

・療養の給付に係る一部負担金について、高額療養費の支給を受けることができる場合に係る以下の

内容 

（ア）被保険者証及び福祉医療費受給資格証について、医療機関等が写しを徴すること。 

（イ）当該療養に係る診療報酬明細書等について、医療機関等が写しを徴すること。 

（ウ）上記について、医療機関等が市長に提出すること。 

記 

 変更（有・無） 

➀
現

届
出

保
険
 

受給者名    

被保険者名  

記号・番号  

保険者名  コード  

  
 変更（有・無） 

➁
現

届
出

口
座
 

金融機関名  

支店名  口座番号   

口座名義人 
 
 

 

①、②の内容と変更がある場合は③、④に記入してください。 

※加入健康保険・振込口座に変更があれば下記に記入をお願いします。 

➂
加
入
保
険
 

被保険者名  

記号・番号  

保険加入日 年  月  日加入 

保険者名  

保険者番号  

 

➃
振
込
口
座
 

金融機関名  コード     

支店名  コード     

科目  口座番号        

口座名義人 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 
（ゆうちょ銀行への振込は振込専用番号を記入してください。） 

様式第７号（第８条の２関係） 

 様                     第     号 

年  月  日 

受給資格登録停止通知書 
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大和高田市長   印   

現在認定され受給資格証を交付した受給資格について、下記のとおり登録を停止するので通知しま

す。 

なお、この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に大和高

田市長に対して異議申立てをすることができます。 

記 

受 給 者 番 号  受 給 者  

助 成 制 度 種 別 ひとり親家庭医療 

受給資格停止事由 
 

受給資格停止期間 
   年  月  日から 

上記事項が解消されるまで 

様式第９号（第９条関係） 

ひとり 親家庭等医 療受 給者台帳 

ひとり 年齢  福祉管理番号   

受給者番号  個人番号  世帯番号  世帯識別  

異動年月日  カナ氏名  生年月日  

異動事由  氏名  性別  

異動理由  住所  

届出年月日  電話番号  管轄  大和高田市 

 

交付情報 

申請制度  有効期間  

認定制度  通院有効期間  

資格情報 

申請年月日  申請事由  

取得年月日  取得理由  

却下年月日  却下理由  

喪失年月日  喪失事由  

 喪失理由  

 

資格履歴情報 

受給者番号 状態 制度 有効期間自 有効期間至 通院 

有効期間自 

通院 

有効期間至 

       

 

保険情報 

保険者  保険種別  

記号番号  付加給付  保険取得年月日  

被保険者名  続柄  保険喪失年月日  

保険履歴情報 

保険者番号 保険者名 記号番号 取得年月日 喪失年月日 

     

 

保護者情報 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

カナ氏名  生年月日  

氏名  性別  
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住所  

続柄   

 

母子父子情報 

親子区分  
親 

福祉管理番号  認定制度  

 個人番号  氏名  

 

口座情報 

金融機関  支店  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 

備考情報 

 

（大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第４条 大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則（平成８年規則第４９号）を次のように改正

する。 

  第３条中「医療費受給資格証交付申請書」を「心身障害者医療費受給資格証交付申請書」に、「、

若しくは」を「若しくは」に改める。 

  第８条第１項中「医療費受給資格等異動届出書」を「受給資格等異動届出書」に改める。 

  様式第１号、様式第６号、様式第７号及び様式第９号を次のように改める。 

様式第１号（第３条関係及び第８条関係） 

心身障害者医療費受給資格証交付申請書 受給資格等異動届出書 

対象者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 住所 

氏名 

男・女 

生年月日 

配偶者 氏名 住所 

①扶養義務者 
氏名 住所 

対象者との続柄 

 

所 得 状 況 対 象 者 配 偶 者 扶養義務者 

② 

 

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 

うち㋐老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 

㋑特定扶養親族 

     人 

（うち㋐  人）

(うち㋑  人) 

     人 

(うち㋐  人) 

(うち㋑  人) 

     人 

(うち㋐  人

(うち㋑  人

③ 所 得 額 円 円 円 

④
 
控
 
除
 
内
 
訳
 

雑損控除 円 円 円 

医療費控除 円 円 円 

社会保険料控除 円 円 円 

小規模企業共済等掛金 円 円 円 

配偶者特別控除 円 円 円 

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 人 人 人 

障害者控除    円    円      円 

扶養親族の合計数 人 人 人 

特別障害者控除 ※    円 ※    円 ※    円 

寡婦（夫）・寡婦の特別・勤労学生の別 
本人の状態にかかる控除 

障・特障・寡婦（夫）  

寡特・勤 

障・特障・老・勤 

 

障・特障・老 

寡婦（夫）寡特・勤 

円     円     円 

肉用牛の売却による農業所得についての免除額 円 円 円 
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※ 控 除 後 の 所 得 額 円 円 円 

 

加
入
医

療
保

険
 

被保険者氏名 
 対象者との

続柄 
 

住所 
 

⑤保険種別 
国（市町村・退・組） 

健（政・組・日）船・共 

本人 

家族 

被保険者証の記

号番号 

  

保険者番号 
及び名称 

 

 

⑥交付申請事由 

1 障がい手帳取得 4 その他（         ） 

2 転入してきたため （交付事由発生年月日） 

3 保険に新たに加入したため  

※ 審 査 認定・却下 

上記のとおり届出します。 

異動事由（資格取得・保険変更・住所変更・証再交付・資格喪失（   ）・その他（   ）） 

   年  月  日 申請者 住所  

大和高田市長 様  氏名      印 

障がい手帳判定（ ）級 番号（ ）交付日（ ）手帳コピー添付 

申請に当たり、受給者及び扶養義務者の所得、健康保険の情報を当局に照会することに同意しま

す。 

様式第６号（第６条関係） 

届出日    年  月  日 

申請者氏名        印 

福祉医療費受給資格証更新申請書 

福祉医療費受給資格証の更新及び福祉医療費助成金の支給申請に当たり、以下のことを確認し、同

意します。 

・本受給資格審査を受けるために必要な所得等の情報を閲覧・使用すること。 

・福祉医療費助成金の支給について、既に受給した助成金の差額に関する相殺を受けること。 

・療養の給付に係る一部負担金について、高額療養費の支給を受けることができる場合に係る以下の

内容 

（ア）被保険者証及び福祉医療費受給資格証について、医療機関等が写しを徴すること。 

（イ）当該療養に係る診療報酬明細書等について、医療機関等が写しを徴すること。 

（ウ）上記について、医療機関等が市長に提出すること。 

記 

 変更（有・無） 

➀
現

届
出

保
険
 

受給者名    

被保険者名  

記号・番号  

保険者名  コード  

  
 変更（有・無） 

➁
現

届
出

口
座
 

金融機関名  

支店名  口座番号   

口座名義人 
 
 

 

①、②の内容と変更がある場合は③、④に記入してください。 

※加入健康保険・振込口座に変更があれば下記に記入をお願いします。 
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➂
加
入
保
険
 

被保険者名  

記号・番号  

保険加入日 年  月  日加入 

保険者名  

保険者番号  

 

➃
振
込
口
座
 

金融機関名  コード     

支店名  コード     

科目  口座番号        

口座名義人 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 
（ゆうちょ銀行への振込は振込専用番号を記入してください。） 

様式第７号（第８条の２関係） 

 様                     第     号 

年  月  日 

受給資格登録停止通知書 

大和高田市長   印   

現在認定され受給資格証を交付した受給資格について、下記のとおり登録を停止するので通知しま

す。 

なお、この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に大和高

田市長に対して異議申立てをすることができます。 

記 

受 給 者 番 号  受給者  

助 成 制 度 種 別 心身障害者医療 

受給資格停止事由 
 

受給資格停止期間 

 

   年  月  日から 

上記事項が解消されるまで 

様式第９号（第９条関係） 

心身障害者医療受給者台帳 

障 年齢  福祉管理番号   

受給者番号  個人番号  世帯番号  世帯識別  

異動年月日  カナ氏名  生年月日  

異動事由  氏名  性別  

異動理由  住所  

届出年月日  電話番号  管轄  大和高田市 

 

交付情報 

申請制度  有効期間  

認定制度  通院有効期間  

資格情報 

申請年月日  申請事由  

取得年月日  取得理由  

却下年月日  却下理由  

喪失年月日  喪失事由  

 喪失理由  
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資格履歴情報 

受給者番号 状態 制度 有効期間自 有効期間至 通院 

有効期間自 

通院 

有効期間至 

       

 

保険情報 

保険者  保険種別  

記号番号  付加給付  保険取得年月日  

被保険者名  続柄  保険喪失年月日  

保険履歴情報 

保険者番号 保険者名 記号番号 取得年月日 喪失年月日 

     

 

保護者情報 

個人番号  世帯番号  世帯識別  

カナ氏名  生年月日  

氏名  性別  

住所  

続柄   

 

手帳情報 手帳区分  等級  障害名  

手帳発行者  手帳番号  

手帳有効期限  個人番号  

 

口座情報 

金融機関  支店  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 

備考情報 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１月１日から施行する。 

 （大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規則様式第１号又は様

式第６号の規定によりなされた申請又は届出は、改正後の大和高田市乳幼児医療費助成条例施行規

則様式第１号又は様式第６号の規定によりなされた申請又は届出とみなす。 

 （大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則に関する経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に改正前の大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第１

号、様式第６号又は様式第７号の規定によりなされた申請、届出又は通知は、改正後の大和高田市

ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第１号、様式第６号又は様式第７号の規定によりなさ

れた申請、届出又は通知とみなす。 

 （大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則に関する経過措置） 

４ この規則の施行の際、現に改正前の大和高田市心身障害者医療費助成条例施行規則様式第１号、

様式第６号又は様式第７号の規定によりなされた申請、届出又は通知は、改正後の大和高田市心身

障害者医療費助成条例施行規則様式第１号、様式第６号又は様式第７号の規定によりなされた申請、

届出又は通知とみなす。 
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訓令第訓令第訓令第訓令第１６１６１６１６号号号号 

 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２５年１０月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務（高田こども園・土庫こども園・天満保育所・

磐園保育所）を実施するに当たり、業務委託に係る受託者（以下「受託者」という。）の特定をプ

ロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロ

ポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１） 選定要領及び仕様書の審議並びに策定に関する事項 

（２） プロポーザルに参加させる事業者に関する事項 

（３） 提案書及びヒアリングの内容の審査並びに評価に関する事項 

（４） 受託候補者の選定に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 副市長 

（２） 大和高田市保育協議会理事 

（３） 大和高田市保育所長会議代表 

（４） 大和高田市保育給食会議代表 

（５） 企画政策部長 

（６） 財務部長 

（７） 福祉部長 

（８） 児童福祉課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外のものを委員とす

ることができる。 

３ 委員長は、副市長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、最初に招集される委員会の日から受託者の特定の日までとする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

訓訓訓訓    令令令令    
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（会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２５年１０月１５日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 委員会の最初の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第１７１７１７１７号号号号 

 大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のとおり定

める。 

  平成２５年１０月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務（ニーズ調査・集計・事業計画策定・製本）

を実施するに当たり、業務委託に係る受託者（以下「受託者」という。）の特定を公募型のプロポ

ーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロ

ポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１） 選定要項及び仕様書の審議並びに策定に関する事項 

（２） プロポーザルに参加させる事業者に関する事項 

（３） 提案書及びヒアリングの内容の審査並びに評価に関する事項 

（４） 受託候補者の選定に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 副市長 

（２） 企画政策部長 

（３） 財務部長 

（４） 教育委員会事務局長 

（５） 福祉部長 

（６） 企画法制課長 

（７） 人事課長 
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（８） 産業振興課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外のものを委員とす

ることができる。 

３ 委員長は、副市長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、最初に招集される委員会の日から受託者の特定の日までとする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２５年１０月１５日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ 委員会の最初の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

    

 

 

告示第告示第告示第告示第１０２１０２１０２１０２号号号号 

平成２５年９月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２５年９月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２５年度大和高田市一般会計補正予算（第２号） 

 

平成２５年度大和高田市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５５，６５８千円を追加し、歳入歳出予算の

告告告告    示示示示    
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総額を歳入歳出それぞれ２１，９９７，８５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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第２表 債務負担行為補正 

                                                                          (単位：千円) 

事  項 期  間 限 度 額 

保育所・こども園給食調理業務委託料（４ヶ

所） 
平成 28年度末まで １１７，０００ 

小学校・幼稚園給食調理業務委託料（１ヶ所） 平成 28 年 7月まで ３２，４００ 
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第３表　地方債補正

１　変　更

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

4.0 ついては、そ 4.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

12,500 し方式で はその債権者 22,300 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

本郷大中線街路

事業

 

２　廃　止

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

4.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に

1,000 し方式で はその債権者 ― ― ― ―

借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ

とができる。

15,000 〃 〃 〃 ― ― ― ―

1,100 〃 〃 〃 ― ― ― ―

中学校耐震補強

事業

幼稚園耐震補強

事業

補 正 前 補 正 後
起 債 の 目 的

保育所耐震補強

事業
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２ 平成２５年度大和高田市国民健康保健事業特別会計補正予算(第１号) 

 

平成２５年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ８，６７５，６３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

３ 平成２５年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２５年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４５，８５６千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４，９９０，４５６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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４ 平成２５年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２５年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６３４，７４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２５年９月９日提出 

大和高田市長大和高田市長大和高田市長大和高田市長    吉吉吉吉    田田田田    誠誠誠誠    克克克克    
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５ 平成２５年度大和高田市水道事業会計補正予算(第 1 号) 

 

６ 平成２５年度大和高田市立病院事業会計補正予算(第 1 号) 
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告示第告示第告示第告示第１０５１０５１０５１０５号号号号 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関

する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２５年１０月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等

に関する要綱の一部を改正する告示 

 （大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように

改正する。    

別表第１中「５，５００円」を「５，６００円」に、「７００円」を「７１０円」に改める。 

 （大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 
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第２条 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３１号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中「５，５００円」を「５，６００円」に、「７００円」を「７１０円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第１０８１０８１０８１０８号号号号 

 滞納法人は、平成１９年１月２９日に当市が、課税原因である不動産を差押えしており、交付要求

書を作成したが、閉鎖事項全部証明書により、本店所在地においては、閉鎖されており、代表者も居

ず、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のと

おり公示送達する。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付する。 

平成２５年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 送達を受けるべき義務者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１０９１０９１０９１０９号号号号 

 滞納法人は、平成１９年１月２９日に当市が、課税原因である不動産を差押えしており、交付要求

書を作成したが、閉鎖事項全部証明書により、本店所在地においては、閉鎖されており、代表者も居

ず、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のと

おり公示送達する。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付する。 

平成２５年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 送達を受けるべき義務者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１１０１１０１１０１１０号号号号 

 滞納法人は、平成１９年１月２９日に当市が、課税原因である不動産を差押えしており、交付要求

書を作成したが、閉鎖事項全部証明書により、本店所在地においては、閉鎖されており、代表者も居

ず、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のと

おり公示送達する。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付する。 

平成２５年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 送達を受けるべき義務者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 
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告示第告示第告示第告示第１１１１１１１１１１１１号号号号 

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２５年１０月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ 日本共産党 はり札 ４７ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

２ 日本維新の会 はり札 ７ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

３ 幸福実現党 はり札 ４ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

４ 自由民主党 はり札 ３ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

５ 民主党 はり札 ２ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

６ 
理創住販 

有限会社 
はり札 ２ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

７ 自由民主党 立て看板 １ 市内 １０／１８ １０／１８ 市役所西駐車場 

問い合わせ先  環境建設部 都市計画課   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

告示第告示第告示第告示第１１２１１２１１２１１２号号号号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等（道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動

機付自転車及び同項第１１号の２に規定する自転車）を次のとおり処分しますので、大和高田市自転

車等の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２５年１０月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 処分の根拠 

  大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項 

２ 処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３ 処分年月日 

  平成２６年２月２日 

４ 処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２５年７月３日、同月９日、同月１０日、同月１８日、同月２５日、同月２８日、同月２９

日 

 

告示第告示第告示第告示第１１３１１３１１３１１３号号号号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができるとともに、当該異議申立ての決定に不服があると

きは、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請

求をすることができる。 

平成２５年１０月２４日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日     平成２５年１０月２４日 

２．職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第告示第告示第告示第１１４１１４１１４１１４号号号号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができるとともに、当該異議申立ての決定に不服があると

きは、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請

求をすることができる。 

  平成２５年１０月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日     平成２５年１０月２４日 

２．職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第告示第告示第告示第１１５１１５１１５１１５号号号号 

 大和高田市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条の規定により下記のとおり告示する。 

 その関連図面は、平成２５年１０月３０日から２週間、上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供

する。 

  平成２５年１０月３０日                   

大和高田市長  吉 田 誠 克   

記 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

   平成２５年１１月１２日 

２ 供用及び処理を開始する区域 

高田川第 4処理分区    礒野北町・大中 

高田川第５処理分区  北片塩町・春日町２丁目 

   高田川第６処理分区  蔵之宮・田井新町・大東町 

   高田川第７処理分区  池田・大谷・築山・日之出東本町・土庫２丁目 

３ 供用を開始する排水施設の区域 

   大和高田市全図参照(１：１０,０００) 上下水道部下水道課にて縦覧 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

   分流式 

５ 終末処理場 

   奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０  奈良県第２浄化センター 

 

告示第告示第告示第告示第１１６１１６１１６１１６号号号号 

 平成２５年度固定資産税・都市計画税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
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あればいつでも交付します。 

平成２５年１０月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２５年１０月２４日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１１７１１７１１７１１７号号号号    

 平成２５年度固定資産税・都市計画税第３期分が、口座振替できなかった為、納付書を郵送により

送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２５年１０月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２５年１０月１８日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１１８１１８１１８１１８号号号号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２５年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２５年１０月１日、同月７日、同月１０日、同月１６日、同月１６日、同月２０日、同月２ 

３日、同月２９日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車 

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  平成２６年５月１日 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 28

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第告示第告示第告示第１１９１１９１１９１１９号号号号 

平成２５年度介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送により送達しましたが、その送達

を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、

次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があればいつでも交付します。 

  平成２５年１１月１日 

 大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この通知書の発送年月日 平成２５年７月９日 

２．送達を受けるべき者   市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと 

きに、書類の送達があったものとみなされます。 
 

告示第告示第告示第告示第１２０１２０１２０１２０号号号号 

平成２５年度介護保険料納入通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり公示送達

します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があればいつでも交付します。 

  平成２５年１１月１日 

  大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 平成２５年７月９日 

２．この公示送達により変更する納期限 

変更前 平成２５年７月３１日 平成２４年９月２日  平成２４年９月３０日 

変更後 平成２５年１２月２日 平成２５年１２月２日 平成２５年１２月２日 

 変更前 平成２５年１０月３１日   
 変更後 平成２５年１２月２日   

３．送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

 

公告第公告第公告第公告第１０２１０２１０２１０２号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

公公公公    告告告告    
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市営住宅（礒野）３号棟給水設備改修工事 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年３月１２日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加 

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札 

参加資格確 

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札 

参加資格の 

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月１７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明 

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明 

書（仕様書）

についての 

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月２１日（月）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１０月２１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書 

の提出方 

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１０月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書 

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保 

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の 

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１０月２５日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者 

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平
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証金  成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制 

限基準比

較価格 

￥６，７９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１０３１０３１０３１０３号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 給配水管移設替工事（ＤＧ０１） 

２ 工事場所 大和高田市根成柿地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年１月３１日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に
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ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月１７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６

日（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月２１日

（月）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１０月２１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１０月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 
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１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１０月２５日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，９００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 
 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１０４１０４１０４１０４号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（１２）・給配水管移設工事（Ｇ１２） 

２ 工事場所 大和高田市築山地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 
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（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月１７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ
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書（仕様書）

についての

質疑応答 

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月２１日（月）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１０月２１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１０月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時  平成２５年１０月２５日（金）午前１０時 

（２）場所  中和広域消防高田消防署（本庁舎西隣）２階 大会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１５，５３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 
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（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１０５１０５１０５１０５号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝田井新町地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１１） 

２ 工事場所 大和高田市田井新町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理
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室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月１７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１０月１１日（金）から平成２５年１０月２１日（月）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１０月２１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１０月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１０月２５日（金）午前１０時１５分 

（２）場所   中和広域消防高田消防署（本庁舎西隣）２階 大会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 
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（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１１，９８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１０６１０６１０６１０６号号号号    

 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務の委託事業者の候補者選定を公募型プロポーザル方式

で行いますので公告します。 

  平成２５年１０月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 目的 

   大和高田市立保育所・こども園の給食は、６保育所及び２こども園で自園方式により実施して

います。このうち、２保育所及び２こども園では給食調理業務の民間委託を実施してきましたが、

平成２６年３月をもって委託期間が満了します。つきましては、引き続き、給食調理業務の委託

を行うにあたり、複数の事業者から最新の知識と技術、さらに豊富な経験に基づく企画の提案を

受け、「大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選定委員会」により審査を行っ

たうえで、保育所・こども園給食の意義や役割を理解し、より安全でおいしい給食を提供するこ

とができる事業者の選定を行います。 

２ 業務の概要 

 （１） 事業名 

大和高田市立保育所・こども園給食調理業務委託 

 （２） 履行施設 

高田こども園・・・・・・・平日２２０食／日 土曜３０食／日 ウエット運用 

土庫こども園・・・・・・・平日１８４食／日 土曜２５食／日 ウエット運用 

天満保育所・・・・・・・・平日 ９３食／日 土曜１２食／日 ウエット運用 

磐園保育所・・・・・・・・平日 ９４食／日 土曜１５食／日 ウエット運用 

（３） 委託の内容 

「保育所・こども園給食調理業務仕様書」（別添１）のとおり。 

「高田こども園及び土庫こども園給食調理業務」 

「天満保育所及び磐園保育所給食調理業務」 

以上の２業務において選定を行うが、応募については、２業務のうち、どちらか希望する１



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 39

業務のみの応募とする。 

 （４） 委託期間 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの３年間 

３ 委託者選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

４ 委託料の上限額（３カ年度分合計） 

 （１） 高田こども園及び土庫こども園の給食調理業務を一括した金額 

     ￥７０，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     各年度の委託限度額 平成２６年度（４月～３月）￥２３，４００，０００円 

               平成２７年度（４月～３月）￥２３，６００，０００円 

               平成２８年度（４月～３月）￥２３，８００，０００円 

 （２） 天満保育所及び磐園保育所の給食調理業務を一括した金額 

￥４６，２００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     各年度の委託限度額 平成２６年度（４月～３月）￥１５，２００，０００円 

               平成２７年度（４月～３月）￥１５，４００，０００円 

               平成２８年度（４月～３月）￥１５，６００，０００円 

５ 選考 

（１）選定方法 

    事業者の選考にあたっては、大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選

定委員会（以下、「選定委員会」という。）による二段階審査（第１次審査、第２次審査に

おいて、評価項目ごとに得点化）を経て総合評価により優先交渉権者等を決定します。そ

の後、優先交渉権者等の優先順位に従い、保育所・こども園給食調理業務仕様書及び提案書

の内容について協議し、双方同意により確定して当該業務の契約の締結予定者を決定するもの

です。 

 （２）審査方法 

ア 第１次審査として、提出された提案書を、下記の評価基準に基づいて選定委員会が評 

価・採点することにより、第２次審査でヒアリングを行う上位３社以内の事業者を選定 

します。 

イ 第２次審査として、第１次審査で選定された事業者を対象に選定委員会においてヒア 

リングを行い、評価基準の「⑤総合評価」として評価・採点し、第１次審査の採点に加 

算し、各々の合計点を２００点満点として採点することにより審査します。 

（３） 評価基準 

審査における評価項目と配点は以下のとおりです。 

 区 分 評  価  項  目 配 点 

①経営基盤等 

 

ア 事業者概要 
３０点 

イ 給食調理業務の受託実績 

②運営に関する 

考え方 

ア 保育所・こども園給食についての基本 

的な考え方 ２０点 

イ 円滑な業務遂行能力 

③運営体制 

ア 雇用計画、資格・経験 

４０点 
イ 研修計画 

ウ 安全衛生管理体制 

エ 配置計画 

④経費の削減努力 ア 見積金額 ６０点 
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⑤総合評価（ヒアリングを含む） ５０点 

合          計 ２００点 

※選定委員会の委員１名当たりの配点です。 

６ 参加資格要件 

 （１） 平成２５年度の大和高田市物品指名登録業者であり、かつ、取扱品目を「給食業務」とし

ているものとする。 

 （２） 本市が示す「保育所・こども園給食調理業務仕様書」（別添１）の業務内容を確実に遂行で

きる安定的かつ健全な財政能力を有していること。 

 （３） 保育所・こども園（原則として公立）の給食施設での調理業務の受託実績が３年以上あり、

かつ、現在も受託していること。（基準日 平成２５年１０月１６日） 

 （４） 「大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省作成）」、「学校給食衛生管理基準（文部科

学省制定）」及び文部科学省・厚生労働省が定める給食関係のマニュアルその他関係通知等に

基づく保育所・こども園給食業務が可能であり、保育所・こども園ごとに調理師の資格を有

する調理員の配置が可能であること。 

 （５） 過去３年間（平成２２年１０月１７日～平成２５年１０月１６日）に、保育所・こども園

給食調理業務において食品衛生法の営業停止処分を受けていないこと。 

 （６） 食育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の保証体制、社員

が欠けた場合の即時サポート体制が確立されていること。 

 （７） 保育所・こども園給食の意義や特色を十分理解し、その円滑な実施に協力できること。 

 （８） 契約時に、市が認める保育所・こども園給食調理業務の実績がある保証人を確保できるこ

と。 

 （９） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（１０） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

号）等の適用を申請した者にあっては、同法の規定に基づき更正又は再生手続開始決定 

がなされていること。 

（１１） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停 

止期間中でないこと。 

（１２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（１３） 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納していないこと。 

７ 選定スケジュール 

実施要項の公表・配布 平成２５年１０月１６日（水） 

説明会（現地見学を含む。） 平成２５年１０月２４日（木） 

質問の受付 平成２５年１０月２８日（月） 

質問の回答 平成２５年１０月２９日（火） 

参加申請書及び提案書の受付期間 平成２５年１０月３０日（水）～１１月１日（金） 

第１次審査（書類審査）による結果通知 平成２５年１１月１２日（火） 

第２次審査（ヒアリング） 平成２５年１１月２１日（木） 

優先交渉権者の決定 平成２５年１２月上旬 

大和高田市ホームページに選定結果公表 平成２５年１２月上旬 

契約締結 平成２５年１２月中旬 

業務開始 平成２６年０４月０１日（火）  

 ※日程については変更となる場合があります。 

８ 実施要項等の公表・配布 
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（１） 公表・配布日：平成２５年１０月１６日（水） 

 （２） 配布書類 

    ・大和高田市立保育所・こども園給食調理業務委託プロポーザル実施要項（本文書） 

    ・説明会参加申込書（様式第１号） 

    ・参加申請書（様式第２号） 

    ・誓約書（様式第３号） 

    ・提案書（様式第４号） 

・保育所・こども園給食調理業務仕様書（別添１） 

 （３） 配布方法：配布書類は、大和高田市ホームページからダウンロードしてください。 

９ 説明会 

    ※ 応募予定の事業者は、上記の配布書類を持参のうえ、出席してください。 

 （１） 日  時：平成２５年１０月２４日（木）午後１時 

 （２） 場  所：大和高田市大字大中１００番地１  

大和高田市役所 ４階合同委員会室  

 （３） 申込方法：ＦＡＸにより「説明会参加申込書」（様式第１号）を平成２５年１０月２２日 

（火）午後５時までに提出して下さい。 

 （４） 現地見学：説明会終了後（希望される事業者のみ） 

          高田こども園及び土庫こども園・天満保育所及び磐園保育所 

※参加人数は１事業者につき３名以内とします。 

現地への移動は、参加各社の車輌でお願いします。 

現地見学時は、上履きをご持参ください。 

１０ 質問の受付及び回答 

 （１） この事業者の選定に関する質問の受付期間 

   ア 平成２５年１０月２８日（月）の午後５時まで 

   イ 質問内容を簡潔にまとめて、ＦＡＸにて福祉部保育課（担当：森村）までお送りください。

（質問書の様式は任意です。ＦＡＸのみの受付とします。） 

（ＦＡＸ ０７４５－２３－０４１５） 

 （２） 回答 

     説明会へ出席された全ての事業者へ、全質問をまとめた内容及びそれに対する回答を平成

２５年１０月２９日（火）にＦＡＸ送信します。 

１１ 応募申込み 

            このプロポーザルに応募するものは、以下の書類を提出して下さい。 

 （１） 受付期間：平成２５年１０月３０日（水）から同年１１月１日（金）まで 

 （２） 受付時間：午前９時から午後５時まで 

 （３） 受付場所：大和高田市福祉部 保育課（直接持参してください。） 

 （４） 提出書類：下記のとおり 

     ※様式のないものは、任意様式で結構です。 

     ※書類に不備がある場合は、失格とします。 

   ア 参加申請書（様式第２号） 

   イ 誓約書（様式第３号） 

ウ 提案書（様式第４号） 

 正本１部、副本（コピー可）１１部 

   エ 直近２か年の貸借対照表 １部 

   オ 直近２か年の損益計算書 １部 

   カ 会社案内等のパンフレット １２部 
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１２ 第１次審査（書類審査）の結果通知 

            第１次審査の結果は、平成２５年１１月１２日（火）に電話又はＦＡＸ、電子メール配信等で 

通知します。 

１３ 第２次審査（ヒアリング）の実施 

 （１） 実 施 日：平成２５年１１月２１日（木） 午前９時（予定） 

 （２） 実施場所：大和高田市役所４階 委員会室（予定） 

 （３） 提案時間：２０分以内（質疑応答の時間は含みません。） 

 （４） 説 明 者：３名以内 

 （５） 準 備 物：プロジェクター、パソコン等を使用する場合は、事業者側で準備してください。

（スクリーンは市が準備します。） 

１４ 契約の締結 

（１）優先交渉権者の決定等 

ア 選定委員会の評価順位が第１位の者を優先交渉権者に確定し、順次、以下の交渉権者（以

下「次順位者」という。）の順位を確定します。 

イ 選定結果は、全ての参加者に簡易書留郵便により通知します。（様式第５・６号） 

ウ イの通知（様式第５号）を受けた者は、その通知を受けた日から５日以内に「承諾・辞退

届」（様式第７号）を提出してください。届出は、持参又は郵送に限ります。 

エ 選定結果については、何人も異議を申し立てることはできません。 

（２） 仕様書等の確定の協議 

選定委員会より優先交渉権者の確定の通知を受けた大和高田市長(以下「市長」という。)

は、優先交渉権者と協議して仕様書（提案書を含む。）の内容を確定します。 

※協議は、市長に代わり当該委託業務を所掌する保育課の担当職員が行います。 

（３） 次順位交渉権者との協議 

次の場合は、次順位の交渉権者と交渉を行います。次順位の交渉権者には、保育課の担当

職員から別途ご案内します。 

① 優先交渉権者が参加資格を有しなくなったとき。 

② 優先交渉権者が辞退の届出をしたとき。 

③ 優先交渉権者との協議が不調となったとき。 

（４） 契約締結予定者の決定及び契約手続 

仕様書等の確定により、当該確定の協議を行った交渉権者を契約締結予定者とし、当該契

約締結予定者を市長が契約相手と認めたときは、遅滞なく、保育課の担当職員からその旨を

連絡し、その後の契約締結の事務は、保育課において行います。 

１５ 留意事項 

 （１） 次に掲げる場合は、提案書の記載内容に問わず失格とします。 

   ア 提案書を提出期限までに提出しなかった場合 

   イ 市が示した委託料の上限額を超過した場合 

   ウ 提案の記載内容に虚偽がある場合 

   エ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、本市の入札参加資格停止措置を受けた場合 

オ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、会社更生法の適用を受けるなど、この業務の

履行が困難と認められる状態に至った場合 

 （２） 応募者は、提案書の提出をもって、この実施要領その他本市が作成したこの契約に関する

事項すべてを承諾したものとみなします。 

 （３） この応募に要する費用の負担は、応募者の負担とします。 

 （４） 提出された書類については、その内容の変更又は差替えはできません。また、理由のいか

んに関わらず返却いたしません。 
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 （５） 提出された提案書の著作権は、提出された事業者に帰属するものですが、市が業務上で必

要とする場合は、複製を作成する場合があります。 

 （６） 提出された提案書は、本市の保有公文書となり情報公開請求があれば、市情報公開条例の

規定に基づいた処理を行います。 

 （７） 提案書を提出した後、自己の都合により、この応募の参加を辞退したい場合は、その旨を

書面（様式は任意です。）で提出してください。 

     市は、辞退者に対して、その後の不利益な取扱いはいたしません。 

 

公告第公告第公告第公告第１０７１０７１０７１０７号号号号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２５年１０月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第公告第公告第公告第１０８１０８１０８１０８号号号号 

 大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務の委託事業者の候補者選定を公募型プロポーザル

方式で行いますので公告します。 

  平成２５年１０月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 目的 

この要項は、大和高田市が子ども・子育て支援法第６１条に規定する子ども・子育て支援事業計

画を策定するにあたり、ニーズ調査や子ども・子育て会議の運営支援等、計画策定までの事業等に

対し必要な支援等を実施する事業者を選定する手続きについて必要な事項を定める。 

２ 業務の概要 

（１）業務名：大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務 

（２）業務内容：別紙「業務仕様書」のとおり 

（３）履行期限：契約締結の日から平成２７年３月３１日まで 

（４）委託費の上限額（いずれも消費税及び地方消費税を含む。） 

・平成２５年度業務２，０００，０００円 

・平成２６年度業務２，０００，０００円 

※この金額は見積り合わせの時の予定価格となるものではない。 

３ プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由 

本市では、子ども・子育て支援新制度の実施に向けて、幼児教育・保育・子育て支援のあり方を

検討し、その質及び量の充実を図るとともに、総合的な子ども・子育て支援施策の方向性を定めた

「大和高田市子ども・子育て支援事業計画」を策定するため、計画策定にあたって、市の子ども・

子育て支援におけるニーズを把握し、計画に必要な量の見込み等を的確に行なうことが求められる。 

したがって業務の遂行にあたっては、企画力、専門性及びこれまで同様な業務に携わった十分な

実績を有する業者を選定することが重要であることから、公募型プロポーザル方式により選定する

ものである。 

４ 参加資格 

プロポーザルへ参加するためには、次の全ての要件を満たしていることを要する。 

（１） 大和高田市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録があり、かつ取扱品目が「検査・

分析・調査業務」として登録されていること。 

（２） 過去に市町村における次世代育成支援対策推進法に基づく計画及び子育て・保育・教育
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関係の行政計画に関する業務の実績を有すること。 

（３） 本業務の公募に際し、相互に資本関係又は人的関係のある者が同時に参加していないこ

と。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等の適用を申請した者にあっては、同法の規定に基づき更正又は再生手続開始決定がなさ

れていること。 

（５） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てをした者

若しくはなされた者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされ

ていること。 

 （６） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（７） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止期

間中でないこと。 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（９） 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納していないこと。 

５ スケジュール 

内 容 期 間 等 

募集開始 平成２５年１０月１７日（木） 

参加表明書・質問書等の提出期限 平成２５年１０月２２日（火）午後５時まで 

参加資格決定通知 平成２５年１０月２３日（水）午後５時まで 

質問書の回答 平成２５年１０月２５日（金）午後５時まで 

企画提案書等提出期限 平成２５年１０月３０日（水）午後５時まで 

１次審査、審査結果通知 平成２５年１１月５日（火） 

２次審査（プレゼンテーション） 平成２５年１１月１２日（火） 

２次審査結果通知 平成２５年１１月２０日（水） 

契約締結 平成２５年１１月２９日（金） 

６ プロポーザル実施要項の公表及び配布について 

【公表の方法】大和高田市ホームページ 

【公 表 日】平成２５年１０月１７日（木） 

【配布方法】大和高田市ホームページからのダウンロード 

７ 参加表明書提出・参加資格決定通知について 

（１）参加表明書等の提出について 

【提出期限】 平成２５年１０月２２日（火）午後５時必着 

【提 出 先】 〒６３５－８５１１ 

奈良県大和高田市大中１００－１ 

大和高田市役所保育課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線５６５） 

【提出方法】 持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留に限る） 

【提 出 物】 公募型プロポーザル参加表明書（様式１）  １部 

事業者（会社）概要（任意様式）       １部 

業務受託実績報告書（様式２）       １部 

質問書（様式３）             １部 

（２）参加資格決定通知の送付 

提出された参加表明書及び、事業者（会社）概要、業務実績報告について審査を行い、企画 

提案依頼事業者として参加資格決定した者には参加資格決定通知をメール又はＦＡＸにて送付
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する。 

【結果通知】 平成２５年１０月２３日（水）午後５時まで（予定） 

８ 質問に対する回答 

【質問方法】質問は（様式３）にて質問すること。 

【受付期限】平成２５年１０月２２日（火）午後５時まで（締切） 

【回 答 日】平成２５年１０月２５日（火）予定 

【回答方法】提出された全ての質問は、参加資格決定者全員に質問者を伏して、参加表明書に記

載された電子メールアドレス宛に回答書を送付する。なお、参加資格決定者とならな

かった者の質問については、回答をしない。また、参加資格決定者に対し送付する回

答書にも記載しない。 

９ 企画提案書（様式５）の提出ついて 

【提出期限】平成２５年１０月３０日（水）午後５時必着 

【提 出 先】〒６３５－８５１１ 

奈良県大和高田市大中１００－１ 

大和高田市役所保育課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線５６５） 

【提出方法】持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留に限る。） 

【提 出 物】 

①企画提案書（様式５）１５部 

※企画提案書の作成及び留意事項 

別紙「大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務仕様書」を参照のこと。 

1.企画提案書の規格 

Ａ４判、２０頁程度とし、ホチキス等で左綴じにすること。 

（Ａ３判による折り込み頁の挿入は可とする。） 

2.企画提案書の構成（以下の内容について、明瞭に記載すること。） 

ア．計画策定の基本的な考え方 

イ．計画策定にあたってのポイント 

ウ．仕様書内容の順序に沿った企画提案内容について 

（平成２５年度業務と、平成２６年度業務を区分すること。） 

エ．業務推進体制（様式７）１５部 

オ．作業工程スケジュール表（様式６）１５部 

②配置予定者経歴書（様式８）１５部 

（統括責任者、担当者それぞれの経歴、調査・策定の経験等） 

③業務受託実績表（様式２）１５部 

・次世代育成支援・子育て関連の行政計画及び関連計画実績（１０件程度） 

・平成２０年度から今年度までの計画策定受託業務、各種アンケート調査受託実績、

企画提案（プロポーザル）受託実績について記入してください。 

※計画策定業務には、行政計画（総合計画等）、都市計画（都市計画・マスタープ 

ラン等）、福祉計画（地域福祉計画、次世代育成支援計画、介護事業計画等）、防

災計画等の業務等が該当します。 

④計画見本 各１部 

他自治体で策定済の次世代育成支援・子育て関連の行政計画及び概要版 

⑤見積書（任意様式） １５部（１部原本、残りはコピーで可） 

見積書は、平成２５年度業務と平成２６年度業務に分けて作成し、業務内容及び人

件費等の積算内容を明記すること。 
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【そ の 他】 

・本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

・提出期限以降の書類の差し替え、修正は一切認めない。 

・提出書類の著作権は参加者に帰属することとする。但し、大和高田市が本件の報告、

公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

・提出された書類は返却しない。 

・本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、大和高田市情報公開条例に基づ 

き、提出書類を情報公開請求者へ公開することがある。 

１０ 一次審査及び二次審査 

 （１）一次審査 

    参加資格を満たす者が５者以上ある時は、提案書等による書類審査を行い、得点の高い順に 

上位４者を二次審査の対象とします。 

   【結果通知】  

    一次審査の選定結果は、参加表明書に記載された電子メールアドレス宛に通知する。１１月 

５日（火） 

 （２）二次審査（プレゼンテーション審査） 

    一次審査を通過した上位４者に対して、二次審査（プレゼンテーション審査）を実施する。 

【実施予定日】平成２５年１１月１２日（火）予定 

【会 場】大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

【プレゼンテーション及び質疑応答】 

・ 選定委員会を開催し、企画提案依頼事業者のプレゼンテーションを審査する。 

・ 企画提案依頼事業者に割り当てたプレゼンテーションの実施予定時刻にプレゼンテー

ションが行われない場合は、当該事業者を審査対象から除外する。 

・ 企画提案依頼事業者の出席者は１事業者３名以内とし、統括責任者は出席することと

する。なお、出席者は名札を着用すること。 

・ プレゼンテーションの時間は、１事業者あたり２０分以内とする。 

・ プレゼンテーション実施後、選定委員会による約１０分の質疑応答を行う。 

・ プロジェクター、スクリーン、電源コードリールは、大和高田市が用意する。なお、

その他必要な機器は企画提案依頼事業者において用意するものとする。 

【審 査方法】 

・ 選定委員会は企画提案依頼業者から提出された業務実績に係る資料、企画提案書等及

び企画提案に関するプレゼンテーション等の内容を審査する。 

・ 選定委員会の委員は、「審査基準」に基づき採点を行い、その点数の合計を評価点と

し、最も評価点の高い事業者を、受託候補事業者として選定し、次点者を準受託候補者

として選定する。なお、審査時点において、本プロポーザルへ参加した事業者が１社の

ときで、当該事業者の評価点が予め選定委員会で定めた「企画提案依頼事業者が１社の

場合の基準点」を下回るときは、受託候補事業者として選定しない。 

・ 最も評価点の高い事業者が複数あるときは、参考見積書の額を勘案し、選定委員会で

協議し選定する。参考見積書の額が同額である場合には、改めて参考見積書を徴し、安

価である事業者を受託候補事業者として選定する。 

【審 査基準】 

①理解力（１０点） 

・ 国の基本指針及び関係法令を理解し、現行の大和高田市の子ども・子育て支援事業（大

和高田市次世代育成支援行動計画）を分析し、課題を適切に捉え、新制度に係る事業等

のニーズの把握ができるか。 
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・ 仕様書の内容を十分理解しているか。 

②企画・提案力（２０点） 

・ ニーズ調査に関し、国の調査票案に含まれない本市が必要となる独自の調査項目の提

案がなされているか。 

・ 子ども・子育て支援推進会議の運営支援は十分か。 

・ 計画策定の基本的な考え方と、重点施策の提案がなされているか。 

・ 本市の認定こども園開設に向けた提案がなされているか。 

・ 今後の課題の解決に繋がる適切な提案がなされているか。 

③業務の実績（１０点） 

・ 過去の子ども・子育て関連の計画策定（改定・修正）業務等の請負実績は十分存在す

るか。 

④作業工程（１０点） 

・ 作業工程は合理的で、現実的なものか。 

⑤業務実施体制（２０点） 

・ 管理技術者及び担当技術者について、本業務実施にあたり知識及び経験を有する者が

十分配置される見込みがあるか。 

・ 業務を安定的に実施することができる体制が見込めるか。 

⑥表現力（１０点） 

・ 事業者の提案（プレゼンテーション及び質疑応答）が明快で分かりやすく表現されて

いるか。 

・ 積極的な取組み姿勢が示されているか。 

⑦費用の合理性（２０点） 

・ 見積書の内容が提案内容に照らして妥当性を感じられるか。 

【失格要件】本プロポーザル参加者が、次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

・ 提出期限までに必要書類等の提出が無かったとき。 

・ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

・ 審査の公平性を害する行為があったとき。 

・ 上述した失格要件の他、提案にあたり著しく信義に反する行為等が存在し、選定委員

会の委員長が失格であると認めた場合 

１１ 結果通知の送付について 

審査の結果については、企画提案依頼事業者に対し、平成２５年１１月２０日（水）以降に通

知するものとする。なお、当該審査に関する異議は、一切応じない。 

１２ 契約の締結について 

受託候補事業者として選定された事業者は、速やかに随意契約を締結することとする。 

１３ 問い合わせ先 

〒６３５－８５１１ 

奈良県大和高田市大中１００－１ 

大和高田市役所保育課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線５６５） 

    ＦＡＸ ０７４５－２３－０４１５ 

電子メール：kodomo@city.yamatotakada.nara.jp 

 

公告第公告第公告第公告第１０９１０９１０９１０９号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 48

します。 

平成２５年１０月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市営斎場葬祭場改修修理 

２ 工事場所 大和高田市材木町地内  

３ 工事期間 平成２５年１１月２０日から平成２５年１１月２７日まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月１８日（金）から平成２５年１０月２２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月２３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書
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及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１０月１８日（金）から平成２５年１０月２２日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２５年１０月１８日（金）から平成２５年１０月２５日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１０月２５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１０月３１日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保 免除します。 
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証金  

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，４６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１０１１０１１０１１０号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（昭和町第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市昭和町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年１月３１日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー
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ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１０月２９日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月３０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１０月２９

日（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１１月１日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便

局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す
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る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月８日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥９，３２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１１１１１１１１１１１号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（吉井第４工区） 

２ 工事場所 大和高田市吉井地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年１月３１日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること 
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（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１０月２９日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１０月３０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１０月２９

日（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）
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質疑応答 まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１１月１日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月８日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥８，６００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 
 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 
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公告第公告第公告第公告第１１２１１２１１２１１２号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 無停電電源装置取替工事 

２ 工事場所 大和高田市野口・吉井地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年３月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近のも

の）の結果における電気工事の総合評定値が１０００点以上であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（２）の要件を満たすことを証するものとして経営規模

等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近のもの）の写しと、

５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してく

ださい。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式につ

いては、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１１月５日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書
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を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月８日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１１月１１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の 提 出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限  平成２５年１１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１５日（金）午前１０時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の
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規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１７，０８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１３１１３１１３１１３号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 陵西配水場高圧気中開閉器取替工事 

２ 工事場所 大和高田市野口地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年３月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）奈良県内に本店又は営業所を有する者であること。（営業所とは本社から契

約等の権限を受任し、本市と直接契約等を行える事業所とする。） 

（３）平成１５年４月１日以降において、官公庁の発注で高圧電気設備の工事又は

改修等を元請けで施工実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）の要件を満たすことを証するものとして実績書を

提出してください。実績書には平成１５年４月１日以降の履行工事の工事名、
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契約相手方名、契約金額、履行期間及び工事概要を明記するとともに、当該契

約書の写しを添付してください。また、５（６）に係る暴力団排除に関する誓

約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書

は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大

和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１１月５日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理

室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月８日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１１月１１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の 提 出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限  平成２５年１１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 59

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１５日（金）午前１０時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥２，６７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１４１１４１１４１１４号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１０月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 自動車騒音常時監視面的評価業務委託 

２ 履行期間 契約締結日から平成２６年３月２８日まで 

３ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

４ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（３）入札日において、大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第

８０号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の役務提供（調査業務）

又は大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の（測量・コンサルタン
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ト等）に登録している者であること。 

（５）平成２０年４月１日以降で、元請けで官公庁発注の自動車騒音に係る調査業

務等の履行実績を有する者であること。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条第２号に規定

する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員

と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

５ 競争入札

参加資格確

認の申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び下記必要書類を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競

争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、４（５）の要件を満たすことを証するもの（該当調査業務

等係る契約書等）の写しと４（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

ません。 

（４）受付期間   平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月１日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）提出場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

６ 競争入札

参加資格の

確認通知 
 
 
 
 
 
 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１１月５日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

７ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり行

います。（質問書の様式は、任意とします。） 

（１）受付期間  平成２５年１０月２５日（金）から平成２５年１１月８日（金）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１１月１１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

８ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限  平成２５年１１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 61

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

９ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１０ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１１ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１５日（金）午前１１時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１２ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に４に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１３ 落札者

の決定等 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１４ 契約保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１５ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１１５１１５１１５１１５号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 浮孔保育所屋根塗装工事 

２ 工事場所 大和高田市西三倉堂一丁目地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年１月３１日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の塗装・防水工事に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続
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開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１１月７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月８日（金）

まで  

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま で 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１１月８日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、
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法 この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１５日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，７３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 
 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１６１１６１１６１１６号号号号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２５年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 みどり保育所屋根塗装工事 

２ 工事場所 大和高田市曙町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年１月３１日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の塗装・防水工事に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２５年１１月７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月６日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１１月８日（金）

まで  

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２５年１１月８日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１１月１５日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，４３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 



平成２５年１１月１１日（月）       大大大大 和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公和 高 田 市 公 報報報報              第２９８号 

 66

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第公告第公告第公告第１１７１１７１１７１１７号号号号 

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成２５年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－８５ 

 

公告第公告第公告第公告第１１８１１８１１８１１８号号号号 

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成２５年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－８８ 

 

 

 

教育委員会訓令第教育委員会訓令第教育委員会訓令第教育委員会訓令第３３３３号号号号 

大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２５年１０月１６日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 吉 村 博 一   

大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市立学校給食調理業務（浮孔西小学校及び浮孔西幼稚園）を実施するに当たり、業

務委託に係る受託者（以下「受託者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に

行うため、大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１） 選定要領及び仕様書の審議並びに策定に関する事項 

（２） プロポーザルに参加させる事業者に関する事項 

（３） 提案書及びヒアリングの内容の審査並びに評価に関する事項 

（４） 受託候補者の選定に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 教育長 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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（２） 浮孔西小学校長 

（３） 浮孔西幼稚園長 

（４） 小学校栄養教諭 

（５） 浮孔西小学校ＰＴＡ代表 

（６） 企画政策部長 

（７） 財務部長 

（８） 教育委員会事務局長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外のものを委員とす

ることができる。 

３ 委員長は、教育長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、最初に招集される委員会の会議の日から受託者の特定の日までとする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、委員会の会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、

当該職員等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成２５年１０月１１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ 委員会の最初の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。 

 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３８３８３８３８号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２５年１０月３日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２５年１０月１５日（火）午前９時 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３９３９３９３９号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２５年１１月１日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２５年１１月１２日（火）午前９時 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

       大和高田市役所 ３階 西会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 在外選挙人証の再交付について 

       第３号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第１２１２１２１２号号号号    

 大和高田市農業委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２５年１０月２８日 

                              大和高田市農業委員会 

会長 髙 井 信 安   

日 時  平成２５年１１月８日（金）午後３時 

場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

     第２号 農地法第４条規定による申請の件 

     第３号 農地法第５条規定による申請の件 

     第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画につ 

いて 

      第５号 農用地区画の変更について 

      第６号 その他 

 

 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第７７７７号号号号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２５年１１月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    

公営企業公営企業公営企業公営企業    
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業者名    代表者名   所在地 

山下設備   山下和夫   奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南１丁目１番２６号 

 

 


